
令和６年９月１７日１４時００分

近 畿 地 方 整 備 局

砂防工事現場での安全施工管理技術に関する
研究や取組み成果を広く共有し、技術の研鑽を図ります。

～砂防関係工事安全施工技術研究発表会 論文を募集 今年度から表彰を拡充～

近畿地方整備局管内の国及び府県発注砂防関係工事現場において実施された、

安全施工管理技術に関する創意工夫や開発された新たな技術等についての研究成

果を募集します。

例年河川部長表彰（優秀論文）を選定していますが、今年度から地域の施工業者

(*)を対象に河川部長表彰（奨励論文）を拡充します。

１．募集対象 ： 国土交通省もしくは府県発注の完成から1年程度または工

事中の砂防関係工事における研究論文及び取組。

２．応募登録 ： 令和６年１０月２５日（金）１２：００締切

３．論文提出 ： 令和６年１２月 ６日（金）１２：００締切

４．発表会日時： 令和７年 １月２９日（水）１０：００～１７：００予定
※15題を超えるご応募を頂いた場合、発表論文を選考します。

選考結果は令和７年１月１０日（金）迄を目処に応募者へご連絡致します。

５．発表場所 ：（発表・審査）大手前合同庁舎 近畿地方整備局
※今年度から対面での聴講を再開します。

※発表会の詳細が決まりましたら、別途お知らせ致します。

論文応募詳細は以下URLを参照して下さい

：https://www.kkr.mlit.go.jp/river/sabou/sabou_happyoukai.html

本発表での河川部長表彰（優秀論文、奨励論文）は、砂防及び地すべり対策事業における一部直轄

工事の総合評価の評価項目としています。

(*)地域の施工業者とは、近畿地方整備局一般競争参加資格にて、一般土木C等級もしくはD等級の

資格を持つ企業または一般土木工事の競争参加資格を持たない企業です。

＜取扱い＞ ＜配布場所＞

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

＜問合せ先＞ 近畿地方整備局

河川部 河川工事課 課 長 森東 哲郎 （内線３７１１）
もりひがし てつろう

河川部 河川工事課 課長補佐 吉田 真人 （内線３７１３）
よし だ なお と

TEL：０６－６９４２－１１４１（代表） ０６－６９４２－０５２６（直通）



  

近畿地方整備局管内 砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会 実施要領 
 

１ 目的 
平成８年に長野・新潟県境の蒲原沢で発生した土石流災害では砂防工事の作業員が犠牲とな

った。この災害を踏まえ施工条件が厳しい砂防工事現場における更なる安全施工管理技術の向

上を図るため、近畿地方整備局管内の砂防工事等（国及び府県事業）の現場において実施され

た安全施工管理に関する創意工夫や開発された新たな技術等についての研究成果や取組みにつ

いて発表し、広く共有することにより技術の研鑽を図ることを目的する。 
 

２ 主催 
国土交通省 近畿地方整備局 河川部 

（事務局：河川部 地域河川課 及び河川工事課［総括］） 
 

３ 開催時期 
毎年下半期に行う。 
 

４ 実施内容 
安全施工管理技術研究成果の発表、表彰、並びに働き方改革としての有益な取組(以下「有益

な取組」とする。) を紹介する。 
（１）募集対象 

完成から 1 年程度または工事中の砂防関係工事における研究論文及び有益な取組とする。 
□研究論文 

・砂防関係工事の安全施工技術の向上に貢献するもの 
・安全対策に創意工夫をこらし、その効果が他の工事の見本になるもの 

□有益な取組 
・工事安全の視点に限らず、他の砂防関係工事に対し働き方改革としての有益な知見を与

える取組み 
（２）募集方法 

論文等については、砂防関係工事の現場代理人等が別紙-1 発表論文作成要領及び別紙-2 有

益な取組調書により作成し、砂防関係工事の各発注者等(直轄砂防関係事務所、府県砂防担当

課)を経由して事務局へ提出する。 
 

５ 選考方法 
優秀論文、奨励論文及び有益な取り組みは、別に定める近畿地方整備局管内砂防関係工事安

全施工管理技術研究発表会論文選考実施要領に基づき、表彰を受けることが適当で認められる

研究論文（優秀論文、奨励論文）及び有益な取り組みを選考する。 
優秀論文の中から全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会へ推薦する研究論文を選考

する。また、応募取組の中から全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会へ推薦する有益

な取組を選考する。 



  

６ 表彰 
（１）表彰権者 

国土交通省 近畿地方整備局 河川部長 
（２）表彰対象 

 優秀論文、奨励論文 
（３）表彰の方法 

表彰は、表彰権者が表彰状等を授与して行う。 
（４）表彰の時期 

表彰は年１回とし、表彰式は速やかに実施する。 
 

７ その他 
この要領は必要に応じて改正する。 
附則 
この要領は、令和 ６年９月１１日から施行する。 
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